
大規模小売店舗立地法（以下「法」という。）第６条第２項の規定により， 

大規模小売店舗の変更の届出がありましたので，法第６条第３項の規定におい

て準用する法第５条第３項の規定に基づき，次のとおり当該届出の概要を公告

するとともに，その届出を縦覧に供します。 

なお，この公告に関し，大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の

生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見のある方は，法第８条第

２項に基づき，この公告の日から４箇月以内に京都市に意見書を提出すること

ができます。 

 

  平成２４年７月２０日 

京都市長 門 川 大 作  

 

１ 届出者の氏名及び住所 

  株式会社 島津製作所 

  代表取締役 中本 晃 

  京都市中京区西ノ京桑原町１番地 

 

２ 届出の概要 

（１）大規模小売店舗の名称及び所在地 

イオンモール京都五条 

京都市右京区西院追分町２５－１番地，２５－２番地 

 

（２）変更事項 

変更事項 変 更 前 変 更 後 

① 大規模小売店

舗において小

売業を行う者

の開店時刻 

 

 

 

 

 

 

開店時刻 ９：００ 

（ただし，２００８年８月

１２～１７日にあたっては

８：００） 

（核となる小売業者（イオ

ン（株））のみ） 

開店時刻 ７：００ 

 



変更事項 

②来客が駐車場を

利用することがで

きる時間帯 

変 更 前 

８：３０～２３：３０ 

（ただし，２００８年８月

１２～１７日にあたっては

７：３０～２３：３０） 

（核となる小売業者（イオ

ン（株））のみ） 

変 更 後 

６：３０～２３：３０ 

 

（３）変更年月日 

平成２４年７月１日 

 

３ 届出年月日 

平成２４年６月２９日 

 

４ 縦覧場所，期間及び時間 

（１）縦覧場所 

   京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 

   京都市産業観光局商工部商業振興課 

（２）期間 

   平成２４年７月２０日（金）から平成２４年１１月２１日（水）まで（日

曜日，土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。） 

（３）時間 

   午前９時から正午まで 

   午後１時から午後５時まで 

 

５ 意見書の提出先及び提出期限 

（１）提出先 

京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 

京都市産業観光局商工部商業振興課 

（２）提出期限 

平成２４年１１月２１日（水） 

 

 

（産業観光局商工部商業振興課）  


